
①第三者評価機関名

 

②施設・事業所情報

 職員数  非常勤職員：12名

(保育士)  8名

(心理士)  2名

食堂、室内運動場、屋外運動場

幼児遊戯室

③理念・基本方針

★理念
　一時保護所は、子どもにとっては24時間生活の場であるが、単にそれだけではなく、その機
能から、行動観察、しつけ、教育的要素等を含んだ場であるということができる。以下の3つを
基本的援助理念として心がける。
(1)情緒の安定及び健康な心身の維持増進
　子どもは危機的状況の中で一時保護されるので、その目的にかかわらず子どもの精神状態を
十分に把握し、子どもの心身の安定化を図るよう留意する。

(2)社会性の養成
　一時保護所における生活は、子どもにとって、退所後の生活への適応を図るための重なる経
験や学習の場でもある。次のような社会性を養成するようにする。
　・あいさつ、言葉遣い、思いやりの心、基本的マナー、協調性、けじめ
　・物を大切にする心、整理整頓の習慣、責任感の増大、自己表現力の向上、自主性の養成
　・ 自己尊重感や自己肯定感の高揚

　
　

 開設年月日：1956年11月

 施設・設備の概要

(居室数） 11室

(設備等）職員室、面接室、

浴室、トイレ、学習室、保健室

 常勤職員：16名

 専門職員（資格者数）

(児童指導員) 7名

(学習指導員/教員OB）2名

(看護師) 1名

第三者評価結果（児童相談所・一時保護所）　

 事業所名: 名古屋市中央児童相談所付設一時保護所

 所在地： 愛知県名古屋市昭和区折戸町4丁目16番地

 ホームページ：

【施設・事業所の概要】

株式会社　中部評価センター

 運営主体：名古屋市中央児童相談所  種別：児童相談所・一時保護所

 代表者氏名：中央児童相談所長　加藤　秀一  定員（利用人数）：25名 (25名）

 FAX：052-757-6122 TEL： 　 052-757-6111

 E-mail：



④施設・事業所の特徴的な取組

(3)子どもの発達段階や状況に応じた生活援助
　一時保護所に保護されている子どもは、年齢は未就学児童から思春期まで、その背景も非行、虐待
あるいは発達障害など様々である。児童養護施設、知的障害児施設、児童心理治療施設、児童自立支
援施設等、様々な施設が対象となる子どもや、不安残留の子どもや性的加害児や被害児等も一時保護
されている。
　一時保護所とは、このような子どもが同一の狭い空間の中で集団で生活をする場所である。そして毎
日のように入退所があり、子どもの安全確保のために、子どもは自由に外に出ることができない閉鎖さ
れた環境で、家族や親しい友だちから引き離された不安定な気持ちを抱えて集団生活をしている。その
ために、子どもは寂しさや不安などから、情緒的に不安定になり、それを怒りとして表現したり、それが
身体症状や精神症状として出てくる場合がある。
　一時保護されている子どもには、一人ひとりの発達段階や状況に応じた適切な援助を確保することが
重要である。性被害を受けた子どもには個室を提供し、同性の職員ができるだけ、そばにいるようにす
る等、生活空間の居心地を向上させるように配慮する。

　
　一時保護所の役割である緊急保護、行動観察、短期入所指導を職員が理解してそれぞれの職
種が連携を取り、児童の支援に当たっている。また、相談援助、判定援助、障害・医療チーム
等と適宜連携を取り、チームで対応することを大切にしている。
　子どもの権利擁護について、意見表明等支援、子ども会議、意見箱、なかよし委員会（中央
児童相談所での安全委員会方式に類じた取り組み）等を行っている。
　児童福祉法の改正に伴い、一時保護所内でのルールの見直しを行っている。基本的に子ども
に説明できない、整合性のないルールは見直しの対象とし、マニュアルの改正を行っている。
　子ども達が保護所でいかに安心して過ごすことができるかをケース検討や保護所の余暇の充
実などを通して取り組んでいる。

★基本方針
　一時保護を行う必要がある場合と一時保護所の役割は、おおむね次のとおりである。
1.緊急保護
(1)棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを
保護する必要がある場合（養護）
(2)虐待、放任等の理由により、その子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合（虐待）
(3)子どもの行動が自己又は他人の生命、身体及び財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがあ
る場合（非行）
(4)一定の重大事件に係る触法少年と考えられること等のため、警察から児童福祉法第25条に基
づき通告のあった子ども又は少年法第6条の6第1項に基づき送致のあった子どもを保護する場合

2.行動観察
　適切かつ具体的な援助方針を定めるために、一時保護による行動観察、生活指導等を行う必
要がある場合（育成）

3.短期入所指導
　短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、
地理的に遠隔又は子どもの性格、環境等の条件により、他の方法による援助が困難又は不適当
であると判断される場合



⑤第三者評価の受審状況

 受審回数
     （前回の受審時期）

⑥総評

                 1 回     （令和4年度）

◇特に評価の高い点
◆こどもを尊重した対応とこどもらしい生活の保障
　職員は、こども本人が自分の人生であることを意識して、自己決定ができるように支援して
いる。また、こどもの良いところに着目し、肯定的に対応している。一時保護所の特性上、不
特定多数のこどもの出入りがある中ではあるが、こどもがこどもらしく生活できるよう、レク
リエーションや各種行事が行われ、こどもの心身の健全な発達が保証されるよう取り組んでい
る。また、こどもの安全を十分に確保した上で、近隣の公園や店舗を利用した施設外での活動
が設定されており、こどもがリフレッシュできるように配慮している。権利擁護や性教育に関
する取組みもあり、単に保護するのみではなく、一時保護中であってもこどもの成長が促され
るように支援している。

◆優れた職員連携
　一時保護所の職員相互に良好な関係を持ち、優れたチーム連携の下で支援にあたっている。
職員間での一歩踏み込んだ声の掛合いや助合いがあり、経験測だけでなく根拠のある指導や助
言が職種を超えて行われている。職員の良好な関係が優れた職員連携を生み、こどものエンパ
ワメントにつながる養育・支援にも反映されている。

◆質の向上を目指した取組み
　第三者評価の評価基準に沿って毎年自己評価を実施し、課題となった項目を改善につなげて
いく流れがある。自己評価から感じた点について、スーパーバイザーから書面で助言を受け、
自己評価による改善策を明文化している。自己評価についてスーパーバイザーから文書で丁寧
な助言を受けていることは、質を高める上で高く評価できる取組みである。また、職員の頑張
りを認めて意欲を高める取組みとしても評価できる。

◇改善が求められる点
◆施設環境の整備
　職員は高い意識を持ってこどもの養育にあたっているが、施設環境の課題から、個室が確保
できないことや、入浴時間が適切ではないこと等の問題が散見される。さらに、男女の棟も隣
り合わせとなっており、様々なリスクを抱えている。施設環境整備のためには市の理解が必要
であるため、関係部局と連携して継続的な働きかけをしていくことを期待する。

◆必要かつ適切な職員体制の整備
　職員の自己評価では、慢性的な職員不足による悪循環が、こどもの生活に悪影響を与えるこ
とを懸念する声がある。例示すれば、職員の業務負担に偏りが出ていることや、こどもへの個
別対応が十分でないこと等が挙げられる。各職種の役割、権限、責任が明確であっても、役割
を実行できていない実情がある。こどもの最善の利益となる支援を提供するために、一時保護
施設にとって必要かつ適切な職員体制を整備するための取組みに期待したい。

◆業務効率化の取組み
　一時保護所では、パソコン台数の不足により、職員の業務効率の低下が生じている。「1人1
台端末」は、現代においては、業務の効率化と情報共有、デジタルスキル向上のために不可欠
な投資とされている。パソコン増設にあたっては、活用方法や運用の仕組みを検討し、教育効
果や業務成果を上げるための目的を明確にして取り組むことが望ましい。また、共有フォルダ
の有効活用により、効率的な情報共有が実現することを期待する。

 評価実施期間

【 令和7年11月21日(訪問調査日) 】

令和7年6月1日（契約日） ～

               令和8年3月31日（評価確定日）



⑧第三者評価結果

 

  別紙の「第三者評価結果」に記載。

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

　総評で高い評価を頂いた点については今後も継続して実施していきたいと考えている。特に
子どもの意見表明の保障については力を入れていきたい。一時保護所の性質上行動が制限され
ることがでてくるが、子ども達の意見をできるだけ取り入れて保護所の生活が充実するように
していきたいと考える。
　改善が求められる点については一時保護所のみで解決できることは少ないため、関係各部署
との調整が必要である。特に学童児の個室整備については子ども達が安心できる空間を維持す
るために喫緊の課題と認識している。子ども達の安心安全のために引き続き名古屋市の課題と
して取り組んでいきたい。



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


